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e -Taxにログインし、メッセージボックスに格納されている
受信通知から、納付区分番号等を取得してください。
なお、受信通知において、エラー情報が表示されている場
合は、納付区分番号等は表示されませんので、徴収高計算書
データの訂正等を行った上で再度送信してください。

徴収高計算書データの送信は、電子納税を行うために必要な
手続ですが、徴収高計算書データを送信しただけでは納付の効
果は発生しません。したがって、期限内に徴収高計算書データ
を送信し、電子納税を期限後に行った場合には期限後納付とな
りますのでご注意ください。

インターネットバンキングにアクセスして、納税の手続を
行います。利用する金融機関を選択し、その金融機関のホー
ムページの指示に従って手続を行うことになります。

納付が完了しましたら、メッセージボックスの受信通知が、「納付は完了しました」と表示されているかを確
認してください。

電子納税をするにはペイジーから
金融機関のインターネットバンキングやＡＴＭ〔ペイジーマークが表示されています。〕を

利用して電子納税ができます。
ペイジーとは？
公共料金、地方税、国庫金（国税、歳入金）や各種料金（インターネットショッピング等）
などの料金をパソコン、携帯電話やＡＴＭなどから支払うことができるサービスです。

納税手続

5．金融機関への納付指図

6．納付済メッセージの確認

更に詳しく知りたい方はこちらへ

e-Taxホームページ　
http://www.e-tax.nta.go.jp
システムの概要やご利用に当たっての手続などについ

て掲載しています。

e-Taxに関するお問い合わせはこちらへ

ヘルプデスク
TEL ０５７０－０１５９０１
利用開始のための手続やe-Taxソフトなどに関連する

ご質問にお答えします。
全国どこからでも市内通話料金でご利用になれます。

インターネットバンキングでの注意事項

4．納付区分番号等の取得

○インターネットバンキングを利用する場合に

は、金融機関の認証を受けるためのＩＤやパ

スワードをあらかじめ取得しておく必要があ

ります。

○国税庁を表す収納機関番号“００２００”を

入力してください。

○納付番号、確認番号、納付区分番号等各欄を

すべて入力してください。（入力もれがあっ

た場合、納付手続が完了しません。）


